
　放課後児童クラブは、町立小学校に在籍する児童のうち、「保護者が労働等により昼間いない場合に、授
業終了後等に適切な遊びおよび生活の場を提供」することにより、健全育成を図ることを目的とする施設
です。
配布期間　
　11月9日㈪～ 13日㈮　5日間
　　①各放課後児童クラブ／ 14時～ 18時30分
　　②放課後児童クラブ事務局／ 9時～ 17時
※受付期間は、申請書配布時にお知らせします。
対象児童
　小学1～ 6年生（令和3年4月1日現在）

入室要件　次のいずれかに該当する場合
　◆就労　　◆疾病もしくは負傷　　◆災害復旧
　◆精神もしくは身体に障がいのある方　　◆就学
　◆出産（産前1.5か月・産後1.5か月）　　◆求職活動
　◆同居の親族の介護または看護されている方　　◆その他
保育料等　
　9,500円（内訳：保育料7,000円、おやつ代2,500円）

令和3年度
放課後児童クラブ入室案内

教育総務課　放課後児童クラブ担当
☎090（9825）5472

問合せ

申請書配布場所一覧
クラブ名・その他 所在地 電話番号 定員

中央放課後児童クラブ
大字倉松600番地1（杉戸第二小学校内）

（34）8895 60名
中央第2放課後児童クラブ 令和3年4月開室予定 30名
泉放課後児童クラブ 大字宮前1番地（泉小学校内） （38）4305 30名
内田放課後児童クラブ

内田2丁目9番28号（杉戸小学校内）
（33）5954 60名

内田第2放課後児童クラブ （32）8832 45名
高野台放課後児童クラブ 高野台西5丁目16番地（高野台小学校内） （32）7156 60名
南放課後児童クラブ 大字堤根2777番地（杉戸第三小学校敷地内） （33）5887 30名
西放課後児童クラブ

高野台南5丁目1番地1（西小学校敷地内）
（32）7844 60名

西第2放課後児童クラブ 令和3年4月開室予定 30名
教育委員会　教育総務課

（放課後児童クラブ担当） 大字大島477–8（生涯学習センター事務室内） 090（9825）5472

※令和3年4月1日より、新たに中央第2放課後児童クラブおよび西第2放課後児童クラブの開室を予定しています。

　町では、随時、新規消防団員を募集しています。
消防団員は、「自分たちのまちは自分たちで守る」という郷土愛護
精神に基づき、普段は自分の仕事や学業を持ちながら、地域の安心・
安全を守るために活動しています。
　杉戸町消防団では、会社員・自営業者・主婦・学生等、職種や年齢、
性別を問わず、様々な人たちが在籍し、それぞれの経験や知識を活
かして活躍しています。
　火災や台風の災害時はもとより、住民に対する防火指導、応急手
当等の普及啓発活動など、地域に住む皆さんの「安心・安全のサポー
ト」のために、ぜひ参加してみませんか？杉戸町消防団に興味のあ
る方は、担当までお問合せください。

応募資格　町内在住または在勤の方で満18歳以上の方
活動内容　①住民に対する防火指導
　　　　　②火災予防運動における消防広報活動
　　　　　③応急手当等の普及啓発活動　など
処遇等　①杉戸町消防団条例に基づき、年報酬、出動手当を支給。
　　　　②活動服、靴等を貸与。
　　　　③公務災害補償、退職報償金、表彰等の制度あり。
選考方法　面接による選考
応募方法　くらし安全課　消防・防災担当までお問合せください。

地域の安心・安全をサポート！
杉戸町消防団員を募集します くらし安全課　消防・防災担当　内線288問合せ

　【放送内容】　
　　上りチャイム音
＋   「こちらは、ぼうさい杉戸です。只今から、訓練放送を行います。」
 　緊急地震速報チャイム音
＋「大地震です。大地震です。これは訓練放送です。」×３
＋ 「こちらは、ぼうさい杉戸です。これで訓練放送を終わります。」
　　下りチャイム音

　地震や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム（Jアラート※）を用いた
情報伝達訓練を行います。この訓練は、杉戸町以外の地域でも行われます。また、実際
に大きな地震が発生した時に落ち着いて行動できるよう、放送に合わせてのシェイクア
ウト訓練に取り組んでみましょう。

訓練実施日時　11月5日㈭　10時ごろ
訓練内容　
　全国瞬時警報システム（Ｊアラート※）を用いて、町内75か
所に設置してある防災行政無線から一斉に、次のように放送され
ます。訓練に参加し、「いざ」という時に備えましょう。

くらし安全課　消防・防災担当　内線288問合せ

※�Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急
情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝え
するシステムです。

緊急地震速報訓練を実施します

普通救命講習Ⅰを実施します

「マイナポイント」を申し込んでポイントをもらおう！

杉戸消防署泉出張所　☎（38）2011問合せ

総務課　情報統計担当
内線208　

問合せ

　「もし、大切な人が目の前で倒れたら、あなたは何ができますか？」
　救急車が来るまでの数分間、その時が命を救う最も大切な時間だと言われています。
　普通救命講習Ⅰは、心肺蘇生法・自動体外式除細動器（AED）を中心とした、私たちに何ができるのか、何をす
べきなのかを一緒に学んでいく講習会です。

日時　11月15日㈰　9時～12時
場所　埼玉東部消防組合　杉戸消防署泉出張所　会議室
内容　心肺蘇生法（成人）、AED（自動体外式除細動器）の使用方法など
対象　�埼玉東部消防組合管内（杉戸町・加須市・久喜市・幸手市・白岡市・宮代町）

4市2町の在住・在勤・在学の中学生以上の方
費用　無料　　定員　6名　※定員になり次第締切
申込期間　10月15日㈭　9時　～ 11月14日㈯　17時
その他　　�令和2年度の各種救命講習日程は、埼玉東部消防組合のホームページでもご覧いただけます。また、新

型コロナウイルス感染拡大防止のため、定員の増減や中止となる場合があります。検温、マスク着用な
どいくつか注意点がありますので、申込時にお伝えします。

■マイナポイントってなに？
　マイナンバーカードを使って予約・申込を行い、選んだキャッシュレス決済サービスで、チャージやお買い物を
すると、そのサービスで、ご利用金額の25％分のポイントがもらえる仕組みです。お一人あたり5,000円分が上限
となります。
■申込方法は？
　お持ちのパソコンやスマートフォンのほか、役場・郵便局・コンビニ・携帯ショップなどに設置された端末から、
申込みが可能です。杉戸町役場総務課でも、申込みの支援を行っています。
■役場で申し込む場合、持参するものは？
・マイナンバーカード　
・マイナンバーカード取得時に設定した「数字4桁のパスワード（暗証番号）」
・キャッシュレス決済サービスのID、セキュリティコード

【シェイクアウト訓練】
　シェイクアウト訓練とは、地震発生時に身を
守るための安全行動を行う訓練です。

（放送が聞こえたら…）
安全行動の１－２－３

❶ ❷ ❸

DROP! COVER! HOLD ON!
ドロップ！ カバー！ ホールド・オン！

◆詳しくは、マイナポイント事業のホームページをご覧ください。
　　　　https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/ ←（QRコード）
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